
 東郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

議案の概要  

１ 改正理由  

  国民健康保険税の税率等を見直すため必要があるからである。  

２ 主な改正内容 

 ⑴ 基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る税率等を次の

ように改めること。（第３条第１項、第５条から第６条まで、第７条の２から第８条ま

で、第９条の２関係） 

区分 
改正後 改正前 

平成３１年度分以降 平成３０年度分まで 

基礎課税額 

所得割額 ５．８５％ ５．６９％ 

均等割額 ２５，５００円 ２５，３００円 

平等割額 ２３，４００円 ２４，４００円 

後期高齢者支援金

等課税額 

所得割額 １．６４％ １．５２％ 

均等割額 ７，０００円 ６，７００円 

平等割額 ６，６００円 ６，７００円 

介護納付金課税額 

所得割額 １．３４％ １．２２％ 

均等割額 ７，６００円 ７，２００円 

平等割額 ［４，７００円］ ４，７００円 

   [ ]は改正なし。 

 ⑵ 低所得世帯に係る被保険者均等割額の減額について次のように改めること。（第２

３条第１項関係） 

区分 
改正後 改正前 

平成３１年度分以降 平成３０年度分まで 

基礎課税額 ７割軽減 １７，８５０円 １７，７１０円 

 ５割軽減 １２，７５０円 １２，６５０円 

 ２割軽減 ５，１００円 ５，０６０円 

後期高齢者支援金

等課税額 

７割軽減 ４，９００円 ４，６９０円 

５割軽減 ３，５００円 ３，３５０円 

 ２割軽減 １，４００円 １，３４０円 

介護納付金課税額 

 

 

７割軽減 ５，３２０円 ５，０４０円 

５割軽減 ３，８００円 ３，６００円 

２割軽減 １，５２０円 １，４４０円 

 

 

諮問事項 



 ⑶ 低所得世帯に係る世帯別平等割額の減額について次のように改めること。（第２３

条第１項関係） 

区分 
改正後 改正前 

平成３１年度分以降 平成３０年度分まで 

基

礎

課

税

額 

７

割

軽

減 

特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

１６，３８０円 １７，０８０円 

特定世帯 ８，１９０円 ８，５４０円 

特定継続世帯 １２，２８５円 １２，８１０円 

５ 

割 

軽 

減 

特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

１１，７００円 １２，２００円 

特定世帯 ５，８５０円 ６，１００円 

特定継続世帯 ８，７７５円 ９，１５０円 

２

割

軽

減 

特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

４，６８０円 ４，８８０円 

特定世帯 ２，３４０円 ２，４４０円 

特定継続世帯 ３，５１０円 ３，６６０円 

後 

期 

７

割

軽

減 

特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

４，６２０円 ４，６９０円 

高 特定世帯 ２，３１０円 ２，３４５円 

齢 特定継続世帯 ３，４６５円 ３，５１７円 

者 

支 

５

割

軽

減 

特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

３，３００円 ３，３５０円 

援 特定世帯 １，６５０円 １，６７５円 

金 特定継続世帯 ２，４７５円 ２，５１２円 

等 

課 

２

割 

特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

１，３２０円 １，３４０円 

税 軽 特定世帯 ６６０円 ６７０円 

額 減 特定継続世帯 ９９０円 １，００５円 

介護納

付金課

税額 

７割軽減 ［３，２９０円］ ３，２９０円 

５割軽減 ［２，３５０円］ ２，３５０円 

２割軽減 ［９４０円］ ９４０円 

   [ ]は改正なし。 

３ 施行期日 

  平成３１年４月１日から施行する。 

資料２ 


